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【図表1.5.2-１】資料等推移

【図表1.5.2-２】視聴覚資料等推移

1.5.3.障害者用資料

【図表1.5.3】障害者用資料

＊デイジー資料及びテープ資料は、視聴覚資料の再掲

1.6.利用の状況

1.6.1.利用状況

平成16年度から平成20年度までの京都府立図書館の開館日、入館者数、個人貸出者数及び貸出図書数をまとめると以

下のようになる。
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【図表1.6.1】利用状況

（単位：人）

1.6.2.調査・相談（レファレンス）の状況

【図表1.6.2】調査・相談（レファレンス）の状況

（単位：件数）

1.6.3.マルチメディアの利用状況

【図表1.6.3】マルチメディアの利用状況

（単位：人）

1.6.4.複写利用の状況

【図表1.6.4】複写利用の状況

（単位：枚）

1.6.5.対面朗読の利用状況

【図表1.6.5】対面朗読の利用状況
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1.6.6.他の図書館等への貸出

【図表1.6.6】他の図書館等への貸出

1.6.7.他の図書館等から借受

【図表1.6.7】他の図書館等から借受

1.7. 京都府立図書館の運営方針及び資料収集方針

1.7.1. 京都府立図書館の運営方針

京都府立図書館の運営方針は以下のとおりである。
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【図表1.7.1】運営方針

1.7.2. 資料収集方針

京都府立図書館の資料収集方針は以下のとおりである。
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【図表1.7.2】資料収集方針

1.8.収支の状況

平成16年度から平成20年度までの収支の状況をまとめると以下のとおりである。
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【図表1.8】収支の状況

（単位：千円）

２ 外部監査の結果及び意見

2.1.監査の視点

京都府立図書館は、全国で最初の公立公開図書閲覧施設である集書院を前身とし、明治31年に京都御苑内に開設され

た歴史のある公立図書館である。また、平成13年には平成７年の阪神淡路大震災で罹災した旧館を取り壊し（一部外壁

をファサード保存）鉄骨鉄筋コンクリート造の現在の図書館が開館された。収蔵規模としては、一般開架10万冊、自動

化書庫40万冊、電動積層集密書庫100万冊が可能である。

現在、図書館の維持費用として概ね５億円超の経常支出が必要であり、かつ新館建設に要した費用6,174百万円の府

債償還費として年額２億円以上が別途必要であるとされている。

図書館は、社会教育施設として都道府県及び市町村が一体となって国民の文化的生活を向上するため必要であるとし

て設置されている施設である。また、その施設の性格上収益を得ることなく国民すべてに平等に提供されなければなら

ないため、入館料等その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収しないため、収支バランスといった概念も存

在しない。

そこで、監査の視点としては、京都府立図書館の必要性を認識したうえで、適正性及び効率性といった、図書館の性

質上見過ごされやすい観点から、特に支出項目の大半を占める人件費及び図書資料費について検討する。

2.2.書籍等の選定及び購入手続き

2.2.1.図書資料の購入プロセス

図書資料の購入プロセスを図示すると以下のようになる。
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【図表2.2.1】図書資料の購入プロセス

京都府立図書館では、����（マーク）と呼ばれる図書館専用のデータベースを導入している。このデータベース

は、図書資料の整理はもちろん利用者が求める情報を書籍や雑誌、��� や電子情報などから探し出す「レファレンス

サービス」を提供することを可能にしている。京都府立図書館が導入したシステムを提供しているのが株式会社図書館

流通センター（	��）であることから 	�� ���� と呼ばれている。

京都府立図書館が導入しているシステムでは、	�� ���� によって識別された図書情報をベースに購入予定の図書

資料をデータとして入手しているため必然的に 	�� と連携している取次店（図書の問屋）を通して購入することとな

る。ただし、図書資料等は取次店から購入することなく従来から概ね �書店及び 
書店から購入している。監査人が、

質問により確認したところ京都府立図書館は相当前から上記２書店から図書資料を購入していたとのことであった。

なお、このシステムを提供している株式会社図書館流通センターは平成21年３月31日現在全国で2,556もの公共図書

館に 	�� ���� を提供している。

2.2.2.図書資料の選定プロセス

2.2.2.1.	�� マークのある図書

書籍等の選定及び発注にあたっては、「新刊見計（みはからい）」、「見計（みはからい）発注」、「確定発注」及び「継

続発注」と呼ばれる方法があり、その方法の違いにより選定及び発注方法は異なる。

新刊見計は、その週に発刊される新刊を毎週特定の書店が京都府立図書館の選定方針を理解したうえで、任意に選書

し、京都府立図書館に送付された現物の図書資料を専用書架に配架することをいう。

見計発注とは、選書ツールつまり週刊新刊全点案内、書評誌・紙、出版社目録、パンフレット、新聞書評、各種レフ

ァレンスブック、レファレンス記録、インターネット等を用いて、職員が事前に購入予定図書を選定し現物を特定の書

店から取り寄せる形態のことをいう。なお、上記新刊見計及び見計発注は、いずれも京都府立図書館で現物の確認等を

経てから購入するか否かを決定している点で共通している。

確定発注とは、選書ツールを利用して職員が事前に購入予定図書を選定し現物を特定の書店から取り寄せることをい

うが、上記見計発注と異なり現物確認後は返品できない。そのため確定発注と呼んでおり、実質上選書ツールのみで発

注している。

継続発注とは、すでに上記発注形態により発注され、購入された書籍等のシリーズ物等を購入する場合の発注形態を

いう。これは、そもそも書籍等の購入にあたり、選定方針が定まっておりこの選定方針にしたがって選定された書籍等

の続編であり、実質上全編購入が決定されているため継続発注と呼んでいる。

これを図示すると以下のようなフローチャートになる。
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【図表2.2.2.1】図書資料の選定・発注フローチャート

ここで、新刊見計及び見計発注は、既に現物が到着しているが、確定発注及び継続発注は図書整理担当の発注データ

の送信後に現物が書店から届けられることになる。

なお、その後は、どの発注方法であっても手続きが異なることはない。

次に、書店から購入リスト等の送付とともにいわゆる装備６が主として書店により行われる。購入リストの送付に際

して、バーコード出力貼付、請求記号、持禁区分等のローカルデータ入力及び予約連絡票付与等も書店により行われて

いる。なお、装備とは、背ラベル出力貼付、ラベルキーパー補強、タイトルテープ貼付、天地印押印等一般の書籍から

図書館の書籍として利用されるために必要な書籍への加工のことであり、この装備が出来なければ図書館の資料として

一般サービスに提供することはできない。ただし、この装備の前に図書整理担当によりローカルデータの確認、府内地

理区分の付与及び � 記事注記といった京都府立図書館固有の情報が確認され書店によりそれらの情報が書籍等に付加

される。

2.2.2.2.��� マークのない図書

上記確定発注の手続きと同様になり、出版社等に直接発注する場合が多い。

2.2.3.監査の結果及び意見

2.2.3.1.書店からの購入（契約）手続きについて

現状の業務フローで述べたように、京都府立図書館は、その書籍等の購入に当たり概ね � 書店及び � 書店の２社か

ら購入している。しかし、一回当たりの発注額が少額であることから契約事務手続き上随意契約としている（京都府会

計規則161条の２）。

６この章でいう「装備」は、図書分類ラベルや盗難防止器具の装着等のことである。この項のほか、「2.4装備の委託に関して」にも

記載している。
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第161条の2

契約担当者は、令第167条の２第１項第２号から第９号までの規定による場合のほか、次に掲げる契約をすると

きは、随意契約によることができる。
�１ 工事又は製造の請負でその予定価格が250万円を超えないもの
�２ 財産の買入れでその予定価格が160万円を超えないもの
�３ 物件の借入れでその予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないもの
�４ 財産の売払いでその予定価格が50万円を超えないもの
�５ 物件の貸付けでその予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないもの
�６ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの

また、予定価格については、競争入札でない随意契約であっても予定価格を設定することが原則として規定されてい

る。しかし、その例外として価格が表示され、かつ、一定しているときや予定価格が50万円未満の契約をしようとする

場合等は予定価格調書の作成を省略することも認められている（京都府会計規則162条）。

第162条

随意契約によろうとするときは、第145条及び第146条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
�１ 官公署その他公的団体と契約しようとするとき。
�２ 法令により価格が定められているとき。
�３ 価格が表示され、かつ、一定しているとき。
�４ 前３号に掲げる場合を除くほか、予定価格が50万円未満の契約をしようとする場合で、契約担当者が省略して

支障がないと認めるとき。

京都府立図書館では、この規定に従い、書籍の購入に当たってはすべて少額であるとの理由から支出負担行為兼支出

命令でもって事務の簡素化を図っている。

しかし、上記 � 書店及び � 書店との取引を時系列で示すと次のよう【図表2.2.3.1-１】になる。なお、京都府立図

書館は、発注（納品）の都度、１契約と解しているため、この契約にしたがい平成19年度及び平成20年度の � 書店及

び � 書店からの納品日別契約一覧にしたのが【図表2.2.3.1-２】になる。ただし、発注日は監査人が質問したところ

オンライン上で管理しているため、発注一覧がすぐに分かる発注書はないとの回答を得たため、効率性を鑑み追求して

いない。

【図表2.2.3.1-１】購入ルート

（各年度上段 単位：円）
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【図表2.2.3.1-２】� 書店及び � 書店からの納品日別契約 （単位：円）
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2.2.3.2.購入図書の契約方法

【図表2.2.3.1-１】の結果からも明らかなように、主として � 書店及び � 書店から購入しており、さらに年間購入

額もほぼ同額であることから、� 書店及び � 書店の年間購入額も概ね年度当初に把握できているものと推定される。
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しかし、一回当たりの発注額は50万円を超える金額がない。この50万円は、先の京都府会計規則第162条に規定の随

意契約における予定価格の設定にあたりその例外として記載されている予定価格調書の作成を省略できる場合に該当す

る。京都府立図書館によれば、契約方法の判断は、発注の都度、金額基準等において検討している。購入にあたり使用

するブックトラックにて選書を行った結果、「ブックトラックで１回に決裁できる冊数は、最大で120冊程度であり、約

50万円になっている」との見解であった。しかし、【図表2.2.3.1-２】を見てもわかるように、50万円未満の契約に偏

っており極めて不自然である。利用者にとって有意義な選書及び利用者への迅速な図書の提供という観点から、発注単

位の見直しなど、適切な契約方法を検討する必要がある。

2.2.3.3.予定価格についての見解

京都府立図書館では、予定価格については、書籍は原則定価と考えており、購入予定額が定価以内であれば予定価格

内として判断している。

書籍はその性格上、通常定価販売であるが、そもそも図書館は大量に大口の書籍を購入する先として再販売価格維持

制度の例外として位置づけられているため、どの書店から購入するかによって購入価格は異なると解すべきである。し

たがって、書籍の定価は価格の上限であると解するのが妥当であり、予定価格設定は、定価ではなく適切な価格が設定

できるものと思われる。現に、後ほど述べるが、上記 � 書店及び � 書店からの購入においても値引きを受けている商

品もある。考え方によれば、他の書店との適正な競争が行われれば、市場原理により、より安価な価格にて商品を購入

できた可能性を排除しきれない。そうしたことから、現状京都府立図書館が行っている書籍等の購入手続きは再考を要

すると言わざるを得ない。

2.2.3.4. � 書店と � 書店への発注についての疑問

監査人が、京都府立図書館への質問により判明した事項として、新刊見計は、� 書店と � 書店に順次発注すること

となっている。これを示したのが【図表2.2.3.4】であり、平成20年度 �書店及び �書店からの新刊見計のみ抽出した

データである。
� 書店と � 書店から順次規則正しく納品されている。そもそも、新刊見計は、書店がその週に発行されてデータ化

された新刊の中から、京都府立図書館の収集方針を事前に伝え、書店に実質的な選書を依頼し、書店による選書が行わ

れた結果持ち込まれた現物であるので、発注は持ち込みをした書店にすることは至極当然の結果である。
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【図表2.2.3.4】� 書店及び � 書店からの新刊見計

どうして � 書店と � 書店に限り例年当然のごとく発注し、その大半についていわゆる装備を書店が行うことを条件

にわずかな値引きで購入し続けているのか、京都府立図書館の回答は、この２社は京都府内における大型書店、また専

門書を数多く取り扱うことができる書店であること、さらに見計いや装備（図書資料としての分類等を図書に貼り付け

ること）を行ってもらっているため以前からこの２社と取引をしているとのことであるが、適正な価格であるかどうか

他の書店と比較して検証する必要がある。

さらに、新刊見計以外の発注は、選書の段階で発注データを入力していることからこの時点で � 書店及び � 書店へ

の仮発注を行っており現物を入手していることとなる。京都府立図書館の説明では見計発注は、現物を確認してから選

書を行うため確定発注はされていない。しかし、過年度において � 書店及び � 書店からの購入金額は見計発注後選定

手続きを経ているにもかかわらず近似している。毎年このような状況になることに疑問をもたざるを得ない。

2.2.3.5.新刊見計が４月及び５月に納品のない理由

平成20年度の新刊見計及び見計発注を納品の都度示した【図表2.2.3.6.】によると不思議な結果が理解できる。４月

と５月に納品された書籍が皆無であるということである。４月と５月に納品された図書資料というとおおよそ３月ごろ

から５月にかけて新たに新刊として出版された書籍及び同月に必要として選書されうべき書籍ということとなるが、迅

速に購入した形跡がない。この点、京都府立図書館によると、平成20年度は、年度始めの予算執行計画や急遽の経費執

行留保があったために、執行計画の見直しとなり、その結果、新刊見計及び見計発注の購入が遅れたとのことである。

しかし、予算の執行留保により新刊の購入が遅れたということであればそれは、まさに利用者目線つまり府民のため

の図書館としての認識があまりにも希薄ではないだろか。この間、府民に有益な書籍が出版されていたにも関わらず予

算減額されたため選書事務は通常どおり行われたとしても購入が遅れたというのは、ここでも府民へのサービスより行

政の論理が優先されている実態といえる。
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2.2.3.6.購入予算と執行について
月別の � 書店及び � 書店への納品回数を以下に示す。

【図表2.2.3.6.】� 書店及び � 書店への納品回数

注）納品日は、発注した図書資料の納品が複数日にわたる場合、最終の納品日で集計したもの。

さらに、【図表2.2.3.1.】において、過年度の予算額と実際の購入金額とを比較しているが、平成16年度から平成20
年度までで毎年予算差額が数百円程度しか生じていない。さらにこの５年間を合計すると252,500,000円の予算に対し
差額がわずか27円である。図書資料としての予算が十分でなく購入すべき書籍が大量にあるため毎年予算の範疇におい
て最大限努力して図書資料を購入していると評価できなくもないが、上記2.2.3.4.で指摘した事項や、年度末に発注が
集中しかつ４月及び５月といった年度当初に納品が少ないことを鑑みると、利用者に即座に図書資料が提供されている
のか、効率的な予算執行による購入となっているのか、利用者への効率的で迅速なサービスに努めることが必要である。

2.3.その他委託契約における手続き
保守契約等を伴う設備投資には、保守契約料も含め契約事務手続きをとることが望ましい。平成18年度から平成20年
度までの100万円以上の委託契約について要約すると以下のとおりである。

【図表2.3】100万円以上の委託契約
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契約事務手続きが所定の方法により実施されているか検討したが、結果として記載する事実は認められない。

しかし、予定価格については、前年の取引価格としているものが散見された。この点、京都府会計規則では、予定価

格を定める場合、契約の目的となる物又は役務について、当該物又は役務等の取引の実例価格、需給の状況、履行の難

易、契約数量の多募、履行期間の長短等を考慮しなければならないと規定されている（第146条第２項）。したがって、

前年の取引価格を予定価格としている場合、不適切とはいえない。

ところが、保守点検業務等がそもそも随意契約とされている理由は、設備の設置業者であるため保守点検に最適であ

るからに他ならない。いずれの委託業務においても継続的に発注するものであり、前年の価格を予定価格としていたな

らば価格の下方硬直性が認められている。しかし、委託業務の性質から年々価格が下がっていくというのも非現実的で

あり妥当であるとも思えない。

これらのことは設備等の設置時にそもそも保守点検が前提で導入された設備等であるため、保守点検業務のみ独立の

業務として他社が行えないのであるなら、本来は毎年の保守点検業務も併せて入札等の手続きを実施すべきではないだ

ろうか。

以前に新聞報道等なされたが、コピー機の導入に当たり入札を行った結果、１円で入札した業者について問題となっ

た事案があった。本体価格は百万円前後していたものが１円で入札する業者の真意は、コピー機のシステムにあり、コ

ピー機の導入後に発生するカウンター料で回収するということであった。今回の設備投資及びそれに伴う保守点検業務

がコピー機と同じ事案であるとまでは思料していないが、実際に起こりうる事案として事前に検討する必要があろう。

つまり、保守点検業務が不可欠な事案においては、長期契約制度を採用し、本体の設置等に係る費用のみの入札を行

うのではなく、たとえば５年間の保守点検業務を加算した金額で持って設備投資を検討する方が合理的な方法ではない

だろうか。

2.4.装備の委託に関して

京都府立図書館においては、書店からの購入にあたり、実質は値引き相当分があるにもかかわらず、装備を付加する

ことで書籍の値引き相当分と相殺して処理している。
��� ���� のある図書資料を購入する場合は、いわゆる図書資料に対する装備は、書店が行い京都府立図書館に納

品することとなっている。つまり、京都府立図書館では、装備に係る業務を書店に委託することにより装備済みの書籍

を購入している。この委託料相当分として上記 ��� ���� のある書籍は原則10％値引きが行われていない。

一方、同じ書店であっても ��� ����のない図書資料は概ね10％引きで購入している。監査人が京都府立図書館に

この事実を質問したところ、装備に相当する手間を書店が行っているので10％値引きはないとの最終回答を得た。つま

り本来装備を京都府立図書館において行っていたならば、書店からは10％引きで購入できていたところ装備に係る委託

料相当分を相殺して購入対価としていたことになる。

この書店は、既に指摘した主要な購入先である書店で �書店及び �書店ともに同じ取引内容となっていた。つまり、

京都府立図書館は、装備業務を � 書店及び � 書店に対し、委託契約であれば必要な手続きによることなく委託してい

たことになる。

取引内容に照らし合わせた場合、既に指摘したとおり、本来は一般競争入札で業者を選定すべきところ従来からの取

引慣行に則り、� 書店及び � 書店に対し、装備を付加した書籍の購入契約としている。しかし、書籍の購入と装備の

委託という異なった事象に対し、本来は契約手続きに準じて相手先等の決定を行わなければならないところ、購入対価

の約10％相当額で、別途装備代を委託していることとなる。

つまり、京都府立図書館は、装備業務を � 書店及び � 書店に対し、必要な手続きによることなく委託していたこと

になる。もっとも、実際は装備が � 書店及び � 書店以外に有利な価格で委託できるか疑問のあるところであり、現実

的には購入先である � 書店及び � 書店が最適であるとも考えることも想定されるが、年間40百万円以上の書籍を購入

しその装備費を一律10％相当分、つまり年間４百万円相当分が支払われている。具体的には平均購入対価を3,000円と

仮定したならば、300円の費用を労働対価として支払っていることと同じである。非常勤の司書でさえ年間平均２百万

円前後である人件費であることを鑑みると、非常勤の司書２人分相当の費用を何ら検討することなく特定の書店に委託

している。別途委託することにより、図書の受入事務に遅れが生じる懸念も想定されるが、この金額が妥当か否かその

確認手続きをとらなければ、効率的な予算執行が行われているのか疑問を持たざるを得ない。

３ 図書館の必要性と現状

3.1.図書館の必要性

図書館は、社会教育法の精神に基づき国民の教育と文化の発展に寄与すること目的として設置されるものである。具

体的には図書の記録その他必要な資料を収集し、整理し保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリ

エーション等に資することを目的とした施設であると規定されている（図書館法第１条、第２条）。すなわち国及び地

方公共団体は、すべての国民が文化的教養を高められる環境を醸成するために必要な機会や場所の提供が任務として課
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せられているからに他ならない。

京都府においては、沿革にも記載したが、明治６年に全国で最初の公立公開図書閲覧施設として三条高倉西に集書院

が開設され、明治31年６月には、京都御苑内に京都府立図書館が創立された。平成13年に図書館法第18条の規定に基づ

き、文部科学省から「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準（文部科学省告示第132号）」として告示された。

この「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」では、都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対

し適切な図書館サービスを行うとともに、都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村立

図書館の設置及び運営に対する指導・助言等を計画的に行うものとするとされており、市町村図書館の後方支援が期待

されている。

また、運営の基本としては、以下のとおりである。

【図表3.1-１】運営の基本

さらに、平成18年には、上記「公立図書館の設置及び運営上望ましい基準」施行後の社会や制度の変化、新たな課題

等に対応するため、これからの図書館運営に必要な新たな視点や方策等について提言を行う「これからの図書館像」７

がこれからの図書館の在り方検討協力者会議（文部科学省）より提言されている。

なお、この提言ではこれからの図書館の在り方としてこれからの図書館サービスに求められる新たな視点やこれから

の図書館経営に必要な視点が提言されている。

京都府立図書館は、【1.7.1】に示した運営基本方針に則り、現在平成19年度に策定されたサービス向上プログラムに

基づき３年間の課題改善計画を策定している。内容は以下のとおりである。

７「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成13年文部科学省告示第132号）施行後の社会や制度の変化、新たな課題等に

対応して、これからの図書館運営に必要な新たな視点や方策等についてこれからの図書館の在り方検討協力者会議が提言
�����������	
����������	
��������18�04�06032701�008���	



163

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

【図表3.3.1-２】３年間の課題改善計画

そこで、京都府立図書館の特徴を分析し今後の在り方等とも照らし合わせ監査人としての意見として申し添えたい。

3.2. 都道府県図書館の比較

京都府立図書館の特徴を把握するために他の都道府県との比較を行うこととする。日本図書館協会によるデータによ

り、専任職員、兼任職員、蔵書冊数、年間受入図書資料、来館者数、貸出数、決算額の推移および京都府との比較を示

したものが【図表3.2-１】である。

また、都道府県別に資料費予算額を平成13年度から平成20年度まで比較したものが【図表3.2-２】である。
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【図表3.2-１】公立図書館規模推移・比較表
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